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第３期データヘルス計画 

Ⅰ 基本的事項 

計画の

趣旨 

背景と目的  令和３年に高齢化率２８％を超え、超高齢社会とな

ったわが国の目標は、長寿を目指すことから健康寿命

を延ばすことに転換しています。 

 平成２５年に閣議決定された「日本再興戦略」にお

いて、国民の健康寿命の延伸のための予防・健康管理

の推進に資する新たな仕組みづくりとして、保険者に

よる「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、

評価等の取組が求められることとなりました。また、

政府の「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」で

は、健康なまちづくりに資する仕組みとして市町村に

よる「データヘルス計画」が位置づけられました。 

 こうした背景を踏まえ、平成２６年に「国民健康保

険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」の一部

改正等が行われ、保険者は健康・医療情報を活用して

PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的に保健事業を

実施するための「データヘルス計画」を策定し、保健

事業の実施・評価・改善等をすることとなりました。

平成３０年には都道府県が共同保険者となり、政府は

地域の健康課題の解決を目的として、令和２年にはデ

ータヘルス計画の標準化等の取組の推進、令和４年に

は保険者共通の評価指標の設定の推進を掲げました。 

 今般、これらの経緯も踏まえ、第３期データヘルス

計画を策定しました。 

計画の位置

づけ 

 第３期計画は、健康増進法に基づく基本的な方針で

ある「健康日本２１(第三次）」及び愛知県の「医療費

適正化計画」を踏まえるとともに、本市の基本指針で

ある「第２次清須市総合計画」の下、市の健康増進計

画にあたる「健康日本２１清須計画（第２次）」、高齢

者の健康づくりなどの高齢者福祉の方針等を定めた

「清須市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」

との整合性を図ります。 

 また、「第４期清須市国民健康保険特定健康診査等

実施計画」は、国民健康保険の保健事業の中核をなす

特定健康診査・特定保健指導の具体的な実施方法等を

定めるものであることから、本計画と一体的に策定し

ています。 

計画期間  令和６年度から令和１１年度 
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実施体

制・関

係者連

携 

庁内組織  本計画の策定および保健事業の運営においては、保

険年金課と、健康推進課、高齢福祉課等、関係部門が

横断的に協力して取り組む体制を整備し、円滑な推進

を図ります。特に、個別保健事業の実施にあたって

は、健康推進課と連携し、定期的に連絡会議を開催し

て計画の策定、事業実施、評価、見直しを行います。 

 

地域の関係

機関 

 本計画の策定および保健事業の運営においては、地

域の関係機関として、医師会・歯科医師会・薬剤師会

等の保健医療関係者との連携体制を確立し、計画の実

効性を高めるよう努めます。 

 
 

(１)基本情報 

人口・被保険者 被保険者等に関する基本情報 (2023 年 3 月 31 日時点) 
        

 全体 % 男性 % 女性 % 

人口(人)  68,936  34,633  34,303  

国保加入者数(人) 合計 11,644 100％ 5,707 100％ 5,937 100％ 

 0～39 歳(人) 2,881 25％ 1,511 26％ 1,370 23％ 

 40～64 歳(人) 3,933 34％ 2,027 36％ 1,906 32％ 

 65～74 歳(人) 4,830 41％ 2,169 38％ 2,661 45％ 

 平均年齢(歳) 53  51  54  
        

地域の関係機関 計画の実効性を高めるために協力・連携する地域関係機関の情報 
        

 連携先・連携内容 

保健医療関係団体 地域の関係機関として、医師会・歯科医師会・薬剤師会等の

保健医療関係者との連携体制を図ります。 

国保連・国保中央会 特定健診・特定保健指導のデータに関して連携します。 

後期高齢者医療広域連合 前期高齢者のデータ連携、高齢者の保健事業と介護予防の一

体的実施において連携します。 

その他 保健事業の周知は、清須市広報及びホームページにて実施し

ます。 
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(２)現状の整理 

保険者の 

特性 

被保険者数の

推移 

・令和４年度「人口」は６８,９３６人です。 

・令和４年度「国保被保険者数」は１１,６４４人で、令和３

年度１２,５５３人から９０９人減っており、年々減少傾向で

す。 

 

年齢別被保険

者構成割合 

 ３９歳以下が２５％、４０歳以上６５歳未満が３４％、６

５歳以上７５歳未満が４１％であり、３９歳以下の割合が低

く、６５歳以上７５歳未満の割合が高くなっています。 

 

その他  ６０歳以上が被保険者数全体の約半数を占める現状であ

り、高齢化が進んでいます。 

 

前期計画等に係る考察  第２期データヘルス計画では、医療費が高額となり、要介

護となる原因疾患となっている「循環器系疾患」及び日常生

活にも制限をきたす人工透析の要因である「腎疾患」の発症

を減少させるとともに重症化を防ぐことを目的に事業を実施

していましたが、目標は未達成となりました。また、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により医療機関での受診控えや令

和２年度、令和３年度に集団健診が中止となったため特定健

診受診率は低下しました。 

 第３期はこの結果を踏まえ、関係医療機関との連携を図

り、保健事業全体の効果・効率を検討する必要があります。 
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Ⅱ健康・医療情報等の分析と課題                  清須市 

分類 健康・医療情報等のデータ分析から見えた内容 
参照
データ 

 

対応

する

健康

課題

No. 

平均寿命・平均

自立期間・ 

標準化死亡比等 

・「平均余命」「平均自立期間」は、男女とも県・国を

下回る。 

・「平均余命」と「平均自立期間」の差は、男女とも県

と同程度で、国より短い。 

・死因別標準化死亡比経験的ベイズ推定値が１００を

超える死因は、男性では「急性心筋梗塞」「大動脈

瘤・解離」「気管・肺がん」「大腸がん(結腸)」「悪性

新生物」「胃がん」である。女性では「急性心筋梗

塞」「大動脈瘤・解離」「脳血管疾患」「くも膜下出

血」「胃がん」「大腸がん（直腸）」「脳内出血」「大腸

がん（結腸）」「子宮がん」「心疾患」である。そのう

ち「急性心筋梗塞」は著しく高い。 

 

図３ 

図４ 
 A 

J 

医療費

の分析 

医療費

のボリ

ューム 

(経年比

較・年

齢階級

別等) 

・令和４年度「１人当たり医療費」は、２７,４２２円

で、令和元年度以降は、県より高い水準で推移して

いる。 

・令和４年度「総医療費」は４１.２２億円、そのうち

「生活習慣病（１０疾病）総医療費」は６.６０億円

である。 

・「１人当たり医療費（入院）」は、県より高い。 

・「１人当たり医療費（入院外）」は、県・国より高

い。 

・「１人当たり医療費（歯科）」は、県・国より高い。 

・「１人当たり医療費」は、「０～９歳」「１０～１９

歳」「３０～３９歳」「４０～４９歳」「５０～５９

歳」で県・国よりも高く、「６０～６９歳」で県より

高い。 

・後期「１人当たり医療費」は「６５～６９歳」で、

県・国より高い。 

 

図７ 

図８ 

図９ 

 B 

C 

疾病分

類別の 

医療費 

・１人当たり医療費（入院）は、「新生物」「循環器系

の疾患」「呼吸器の疾患」「筋骨格系及び結合組織の

疾患」の順に高く、いずれも県より高い。循環器系

疾患では、「脳梗塞」「虚血性心疾患」「脳内出血」

「くも膜下出血」の順に高く、「脳梗塞」「脳内出

血」「くも膜下出血」は県より高い。 

・１人当たり医療費（入院外）は、「内分泌、栄養及び

代謝疾患」「新生物」「循環器系の疾患」「筋骨格系及

び結合組織の疾患」の順に高く、「内分泌、栄養及び

代謝疾患」「筋骨格系及び結合組織の疾患」は県より

高い。 

図 10 

図 11 

図 12 

 
B 

C 

D 
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循環器系疾患では「高血圧性疾患」が最も高く、県

と同程度である。内分泌・栄養及び代謝疾患では、

「糖尿病」「脂質異常症」の順に高く、いずれも県よ

り高い。 

・「大腸がん」「乳がん」「胃がん」「肝がん」「子宮体が

ん」「子宮頸がん」１人当たり医療費が、県・国より

高い。 

・「大腸がん」「乳がん」「胃がん」「肝がん」「前立腺が

ん」「子宮体がん」「子宮頸がん」１人当たり医療費

は、「平成３０年度」と比較して「令和４年度」は増

加している。 

後発医

薬品の

使用割

合 

・令和４年度の後発医薬品普及率は「金額ベース」 

６０.８%、「数量ベース」８１.６%で、経年的に増加

している。 
図 15  － 

重複・

頻回受

診、重

複服薬

者割合 

・令和４年度の重複投薬者数は、「睡眠障害」３人「高

血圧症」１人「脂質異常症」１人である。 

図 16  － 

特定健

康診

査・特

定保健

指導の

分析 

特定健

康診

査・特

定保健

指導の

実施状

況 

・令和３年度「特定健診受診率」は３５.１%で、県よ

り低い。 

・令和４年度「特定健診受診率」は、男性で「４０～

４４歳」「４５～４９歳」「５０～５４歳」、女性で

「４５～４９歳」「５０～５４歳」が県・国より低

い。 

・令和３年度「特定保健指導実施率」は２１.６%で、

県より高い水準で推移している。 

・令和３年度「積極的支援実施率」は１２.７%で県よ

り低く、「動機付け支援実施率」は２４.４%で県より

高い。 

・令和３年度「特定保健指導利用率」は２５.９%、「終

了率」は２１.６%で、県より高い。 

・令和３年度「減少率」は１７.８%で県と同等で、「特

定保健指導による減少率」は２８.４%で県より高

い。 

 

図 17 

図 18 

図 28 

図 29 

図 30 

 F 

G 

特定健

診結果

の状況 

(有所見

率・健

康状態) 

・男性の「腹囲」「収縮期血圧」「拡張期血圧」「HDL

コレステロール」有所見者割合が、県・国より高

い。 

・女性の「BMI」「腹囲」「拡張期血圧」「ALT

（GPT)」有所見者割合が、県・国より高い。 

・男性の「メタボ該当者割合」は県と同程度で、「メタ

ボ予備群割合」は県より高い。 

・女性の「メタボ該当者割合」「メタボ予備群割合」

は、県と同程度である。 

図 19 

図 24 

図 25 

図 27 

 G 
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・メタボ該当者割合は、男性で「４０～４４歳」「４５

～４９歳」「５５～５９歳」「６０～６４歳」、女性で

「５０～５４歳」「６５～６９歳」が県より高い。 

・メタボ予備群割合は、男性で「５０～５４歳」「５５

～５９歳」「６０～６４歳」「６５～６９歳」、女性で

「４０～４４歳」「５０～５４歳」「６０～６４歳」

が県より高い。 

・「腎症４期」割合０.７%、「腎症３期」割合８.９%、

「腎症２期以下」割合８４.８%で、いずれも県より

低い。 

質問票

調査の 

状況 

(生活習

慣) 

・「飲酒日１日当たりの飲酒量(２～３合未満)」９.

４%、「食事速度(遅い)」８.４%は、県より高い。 

・「睡眠不足」２４.１％、「飲酒頻度(毎日)」２２.

２％、「週３回以上朝食を抜く」７.２％、「歩行速度

(遅い)」４８.９％は、いずれも県より低い。 

図 23  － 

レセプト・健診

結果等を 

組み合わせた分

析 

・「血圧受診勧奨値以上」の割合は、「治療なし」男性

の２６.０%、「治療なし」女性の１８.８%である。 

・「HbA1c 受診勧奨値以上」の割合は、「治療なし」男

性の３.０%、「治療なし」女性の１.０%である。 

・「HbA1c７.０以上」の割合は、「治療あり」男性の 

２７.０%、「治療あり」女性の１５.１%である。 

・「LDL コレステロール受診勧奨判定値以上」の割合

は、「治療なし」男性の２７.８%、「治療なし」女性

の３５.１%である。 

・「腎症３期」「腎症２期以下」の「糖尿病治療なし」

人数は、経年的に減少傾向にある。 

 

図 20 

図 21 

図 22 

図 26 

 H 

介護費関係の分

析 

・令和４年度「要支援・要介護認定率」は１８.０%

で、経年的に増加傾向にある。 

・令和４年度「要支援・要介護認定率」は、「要介護

５」「要介護４」「要介護３」「要介護２」「要支援

２」の認定率が、県より高い。 

 

図 5 

図 6 
 J 

その他 

・令和４年度「被保険者１０万人当たり糖尿病患者

数」は、国保・後期とも県より少ない。 

・令和４年度「被保険者１０万人当たり人工透析患者

数」及び「１０万人当たり新規人工透析患者数」

は、国保・後期とも県より多い。 

・令和２年度「子宮頸がん」「乳がん」検診受診率は県

より高く、「胃がん」「大腸がん」「肺がん」検診受診

率は県より低い。 

 

図 13 

図 14 

図 31 

 E 

I 
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清須市  

表１ 医療提供体制等の比較 

 
清須市 県 国 

実数 人口１０万人対 人口１０万人対 人口１０万人対 

病院数 ２ ３．０ ４．２ ６．５ 

病床数 ２８０ ４１５．６ ８７８．８ １，１９５．２ 

一般診療所数 ４３ ６３．８ ７３．９ ８３．１ 

歯科診療所数 ３７ ５４．９ ４９．５ ５４．１ 

 

図１ 性・年齢階級別の人口分布および国保被保険者分布 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 人口、国保被保険者数と高齢化率 
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図３ 平均余命と平均自立期間 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 令和４年度「人口」は６７,３７５人です。 

• 令和４年度「国保被保険者数」は１２,３０８人で、経年的に減少しています。 

• 令和４年度「市高齢化率」は２５.１%で、経年的に増加傾向です。 

• 令和４年度「国保高齢化率」は４０.４%で、平成３０年度から令和３年度にかけて

増加し、令和４年度に減少しています。 

• 男性の「平均余命」８１.２歳、「平均自立期間」７９.８歳で、その差は１.４歳

です。 

• 女性の「平均余命」８６.８歳、「平均自立期間」８３.７歳で、その差は３.１歳

です。 

• 「平均余命」「平均自立期間」は、男女とも県・国を下回っています。 

• 「平均余命」と「平均自立期間」の差は、男女とも県と同程度で、国より短い状況

です。 
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図４ 死因別標準化死亡比経験的ベイズ推定値 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 死因別標準化死亡比経験的ベイズ推定値が１００を超える死因は、男性では、「急

性心筋梗塞」「大動脈瘤・解離」「気管・肺がん」「大腸がん(結腸)」「悪性新生

物」「胃がん」です。 

• 女性では、「急性心筋梗塞」「大動脈瘤・解離」「脳血管疾患」「くも膜下出血」

「胃がん」「大腸がん(直腸)」「脳内出血」「大腸がん(結腸)」「子宮がん」「心

疾患」です。 

• 男性、女性とも、「急性心筋梗塞」が著しく高い状況です。 
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図５ 要介護認定状況の推移 

 
 

 

 

 

 

図６ 要介護認定状況の割合 

 
 

 

 

 

 

 

 

• 令和４年度「要支援・要介護認定者数」２,７２８人、「要支援・要介護認定率」

１８.０%で、増減をしながら経年的には増加傾向がみられます。 

• 要介護度別の認定割合は、高い順に「要介護２」３.５%、「要支援２」３.３％、

「要介護１」２.７％、「要介護３」２.６%、「要介護４」２.３%、「要支援１」

１.９%、「要介護５」１.７％です。 

• 「要介護１」「要支援１」の割合は県より低く、「要介護５」「要介護４」「要介

護３」「要介護２」「要支援２」の認定状況の割合は、県より高い状況です。 
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図７ 総医療費と生活習慣病総医療費の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

図８ 被保険者１人当たり医療費 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 令和４年度の「１人当たり医療費」は、２７,４２２円で、令和元年度以降は、県よ

り高い水準で推移しています。 

• 令和４年度「総医療費」は、４１.２２億円で、そのうち「生活習慣病（１０疾病）

総医療費」は６.６０億円です。 

• 「１人当たり医療費（入院）」は、県より高い状況です。 

• 「１人当たり医療費（入院外）」は、県・国より高い状況です。 

• 「１人当たり医療費（歯科）」は、県・国より高い状況です。 
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図９ 年齢階級別１人当たり医療費 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国保】 

• 「０～９歳」「１０～１９歳」「３０～３９歳」「４０～４９歳」「５０～５９

歳」１人当たり医療費は、県・国よりも高い状況です。「６０～６９歳」は県より

高い状況です。 

【後期】 

• 「６５～６９歳」１人当たり医療費は、２１４,４５６円で、県、国より高い状況

です。 

• 一定の障害により加入した「６５～６９歳」｢７０～７４歳」の１人当たり医療費

は、県・国と同様に他の年齢階級に比べて高い状況です。 
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図１０ 疾病大分類別１人当たり医療費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入院】 

• 「新生物」「循環器系の疾患」「呼吸器の疾患」「筋骨格系及び結合組織の疾患」

の順に高く、いずれも県より高い状況です。 
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【入院外】 

• 「内分泌、栄養及び代謝疾患」「新生物」「循環器系の疾患」「筋骨格系及び結合

組織の疾患」の順に高く、そのうち、「内分泌、栄養及び代謝疾患」「筋骨格系及

び結合組織の疾患」は県より高い状況です。 
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図１１ 疾病中分類別１人当たり医療費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入院】 

• 循環器系疾患では、「脳梗塞」「虚血性心疾患」「脳内出血」「くも膜下出血」の

順に高く、「脳梗塞」「脳内出血」「くも膜下出血」が県より高い状況です。 
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図１２ 主要がん１人当たり医療費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入院外】 

• 循環器系疾患では「高血圧性疾患」が最も高く、県と同程度です。 

• 内分泌・栄養及び代謝疾患では、「糖尿病」「脂質異常症」の順に高く、いずれも

県より高い状況です。 

• 筋骨格系及び結合組織疾患では、「炎症性多発性関節障害」「脊椎障害」「骨の密

度及び構造の障害」の順に高く、いずれも県より高い状況です。 

• 「大腸がん」「肺がん」「乳がん」「胃がん」の順に高い状況です。 

• 「大腸がん」「乳がん」「胃がん」「肝がん」「子宮体がん」「子宮頸がん」が

県・国より高い状況です。 

• 「大腸がん」「乳がん」「胃がん」「肝がん」「前立腺がん」「子宮体がん」「子

宮頸がん」は、「平成３０年度」と比較して「令和４年度」は増加している状況で

す。 
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図１３ 糖尿病患者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 令和４年度の糖尿病患者数は「国保」１,３１３人、「後期」２,３７４人です。 

• 「被保険者１０万人当たり糖尿病患者数」は、「国保」「後期」とも、経年的に

県より低い状況で推移しています。 

• 「令和４年度」被保険者１０万人当たり患者数は、「国保」「後期」とも「平成

３０年度」より増加しています。 
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図１４ 人工透析患者数、新規人工透析患者数の推移 

 

 
 

 

 

 

 

 

• 令和４年度「被保険者１０万人当たり人工透析患者数」は、国保では「清須市」 

１８２人、「県」１７５人、後期では「清須市」１,２４７人、「県」１,１４３人

で、「国保」「後期」とも、県より多い状況です。 

• 令和４年度「被保険者１０万人当たり新規人工透析患者数」は、国保では「清須

市」９１人、「県」５９人、後期では「清須市」２５６人、「県」２２９人で、

「国保」「後期」とも、県より多い状況です。 
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図１５ 後発医薬品の普及状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 令和４年度の後発医薬品普及率は「金額ベース」６０.８%、「数量ベース」８１.

６%です。 

• 後発医薬品普及率の経年推移は、「金額ベース」「数量ベース」とも増加している

状況です。 
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図１６ 重複投薬者数の推移

 
 

 

 

 

図１７ 特定健診受診者数・受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 令和４年度の重複投薬者数は、「睡眠障害」３人「高血圧症」１人

「脂質異常症」１人です。 

• 令和３年度の特定健診は、「対象者数」８,４８８人、「受診者数」２,９８３人、

「受診率」３５.１%です。 

• 受診率は、「平成２９年度」から「令和元年度」まで、県より高い水準で推移して

いましたが、「令和２年度」から「令和３年度」にかけては、県より低い状況で

す。 

• 清須市、県とも「令和２年度」「令和３年度」の受診率は、低下しています。 
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図１８ 性・年齢階級別特定健診受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１９ 特定健診有所見者割合 

 

 

• 「４５～４９歳」「５０～５４歳」の年齢階級の受診率は、男女とも県・国より低

い状況です。 

• 女性では、「５０～５４歳」の年齢階級で減少しますが、その他の年齢階級では男

女とも年齢階級が上がると増加傾向がみられます。 

• 男性では「４０～４４歳」、女性では「５０～５４歳」の受診率が最も低く、県・

国よりも低い状況です。 
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図２０ 治療有無別血圧区分別該当者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 「男性」有所見者割合は、「腹囲」５９.０％、「HbA1c」５５.９%、「収縮期血

圧」５２.８%の順に高く、「女性」有所見者割合は、「LDLコレステロール」５３.

６%、「HbA1c」５２.５%、「収縮期血圧」４６.４%の順に高い状況です。 

• 男性では、「腹囲」「収縮期血圧」「拡張期血圧」「HDLコレステロール」有所見

者割合、女性では、「BMI」「腹囲」「拡張期血圧」「ALT（GPT)」有所見者割合

が、県・国より高い状況です。 

「治療あり」 

• 「収縮期血圧１６０mmHg以上または拡張期血圧１００mmHg以上」は男性７９人 

(１０.８％)、女性７８人(９.９％)です。 

「治療なし」 

• 受診勧奨判定値「収縮期血圧１４０mmHg以上または拡張期血圧９０mmHg以上」

は、男性２０３人(２６.０％)、女性２２８人(１８.８％)です。 

• すぐに医療機関の受診が必要とされる「収縮期血圧１６０mmHg以上または拡張期血

圧１００mmHg以上」は、男性４８人(６.２％)、女性５７人(４.７%)です。 
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図２１ 治療有無別 HbA1c 区分別該当者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２２ 治療有無別 LDL コレステロール区分別該当者数 

 

 
 

 
 

「治療あり」 

• 合併症のリスクが高まる「７.０以上」は、男性１１２人(２７.０%)、女性５６

人(１５.１%)です。 

• 治療強化が困難な際の目標値「８.０以上」は、男性２６人(６.３%)、女性２３

人(６.２％)です。 

「治療なし」 

• 受診勧奨判定値「HbA1c６.５%以上」は、男性３３人(３.０％)、女性１７人 

(１.０％)です。 
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図２３ 標準的な質問票の項目別回答者割合 

 

 

 

「治療あり」 

• 「LDLコレステロール１８０mg/dl以上」は男性１７人(２.９％)、女性４７人(４.

８％)です。 

「治療なし」 

• 受診勧奨判定値「LDLコレステロール１４０mg/dl以上」は、男性２５５人(２７.

８％)、女性３５９人(３５.１％)です。 

• すぐに医療機関の受診が必要とされる「LDLコレステロール１８０mg/dl以上」の

割合は、男性３０人(３.３％)、女性４９人(４.８％)です。 
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図２４ メタボ該当者・予備群割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 「飲酒日１日当たりの飲酒量(２～３合未満)」９.４％、「食事速度(遅い)」  

８.４%は、県より高い状況です。 

• 「睡眠不足」２４.１％、「飲酒頻度(毎日)」２２.２％、「週３回以上朝食を抜

く」７.２％、「歩行速度(遅い)」４８.９％は、いずれも県より低い状況です。 

• 令和３年度メタボ該当者割合は、「男性」３３.０%、「女性」１２.０%、メタボ予

備群割合は「男性」１９.０%、「女性」５.８%です。 

• 「女性」の「メタボ該当者割合」は、「平成２９年度」から「令和元年度」までは

増加し、その後は、減少傾向がみられます。 

• 「メタボ予備群割合」は、男女ともには「平成２９年度」から「平成３０年度」は

増加し、その後は減少している状況です。「男性」は、県より高い状況で推移して

います。「女性」は「令和元年度」まで県より高く、「令和２年度」からは、県と

同程度です。 
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図２５ 性・年齢階級別メタボ該当者・予備群の割合 

 
 

 

 

 

 

 

 

図２６ 糖尿病性腎症病期別、糖尿病治療有無別人数 

 

• メタボ該当者割合は、「男性」では「４０～４４歳」「４５～４９歳」「５５～５

９歳」「６０～６４歳」、「女性」では「５０～５４歳」「６５～６９歳」が県よ

りも高い状況です。 

• メタボ予備群割合は、男性では「５０～５４歳」「５５～５９歳」「６０～６４

歳」「６５～６９歳」、女性では「４０～４４歳」「５０～５４歳」「６０～６４

歳」が県よりも高い状況です。 
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図２７ 糖尿病性腎症病期別割合 

 
 

 

 

 
 

図２８ 積極的・動機付け支援別実施者数・実施率の推移 

 

• 「腎症３期」の「糖尿病治療なし」人数の推移は、「平成３０年度」１１人から、

「令和４年度」４人と減少しています。 

• 「腎症２期以下」の「糖尿病治療なし」人数は、増減を繰り返し、「平成３０年

度」５５人から、「令和４年度」５２人と減少しています。 

• 「糖尿病治療あり」の「腎症２期以下」「腎症３期」人数は、令和元年度から令和

２年度にかけて減少し、その後、「腎症２期以下」では増加が、「腎症３期」では

増減がみられます。 

• 「腎症４期」０.７%、「腎症３期」８.９%、「腎症２期以下」は８４.８%で、いず

れも、県より低い状況です。 
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• 令和３年度「特定保健指導（積極的支援+動機付け支援）実施率」は２１.６%で、

県より高い水準で推移しています。 

• 令和３年度「積極的支援実施率」は１２.７%で、県より低く、「動機付け支援実施

率」は２４.４%で、県より高い状況です。 

• 特定保健指導実施率は、「積極的支援」「動機付け支援」ともに、「令和元年度」

から「令和２年度」にかけて著しく減少しました。 
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図２９ 特定保健指導利用率・終了率(実施率)の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

図３０ 特定保健指導対象者の減少率の推移 

 
 

 

 

 

 

 

• 令和３年度特定保健指導「利用率」は２５.９%、「終了率」は２１.６%で、経年的

に県より高い状況で推移しています。 

• 「利用率」「終了率」ともに令和２年度に著しく減少し、令和３年度は、ほぼ横ば

いの状況です。 

• 令和３年度の「特定保健指導対象者の減少率」は１７.８%で県と同等で、「特定保

健指導による減少率」は２８.４%で、県より高い状況です。 

• 「特定保健指導対象者の減少率」「特定保健指導による減少率」ともに経年的に減

増を繰り返している状況です。 
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図３１ がん検診受診率の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 令和２年度がん検診受診率は「子宮頸がん」１８.４%、「乳がん」１６.７%で、い

ずれも県より高い状況で推移しています。 

• 令和２年度がん検診受診率は「胃がん」は、県の８.０%に対し５.９%、「大腸が

ん」は県の７.０%に対し０.１%、「肺がん」は県の６.７%に対し１.８%で、いずれ

も県より低い状況で推移しています。 
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策定時の 

健康課題 

策定時の 

目的・目標 

目標    

指標 目標値 

計画策定時

基準値 28

年度(ベー

スライン) 

Ｈ29 

年度 

Ｈ30 

年度 

・標準化死亡

比のベイズ推

定値は男性よ

り女性が高

く、死亡原因

は「高血圧性

疾患」「大動

脈瘤及び解

離」「脳内出

血」等が高

い。 

 

・要介護認定

の上位は「心

臓病」、中で

も高血圧症の

割合が高い。 

 

・「循環器系

の疾患」は入

院、入院外と

もに一人当た

りの医療費が

高く、入院医

療費では「虚

血性心疾患」

の増加が目立

ち、医療費が

高額となって

いる疾患でも

「循環器系の

疾患」が半数

を占める。 

目的：医療費

が高額にな

り、要介護と

なる原因疾患

となっている

「循環器系疾

患」及び日常

生活にも制限

をきたす人工

透析の要因で

ある「腎疾

患」の発症を

減少させると

ともに重症化

を防ぐ。 

 

目標： 

①健康診査の

推進と生活習

慣病の発症及

び重症化予防

の推進により

有所見者を減

少させる 

②虚血性心疾

患、脳血管疾

患、人工透析

患者の新規患

者数の減少 

③COPDの啓

発・発症予防 

④医療費適正

化の推進 

①医療費全体の推移 

(億円) 

減少 46.93 45.58 42.95 

②１人当たりの費用

額(月平均 円) 

減少 22,692  23,186  22,774  

③１人当たり費用額

及び受診率 

虚血性心疾患 

減少 入院 

648円 

外来 

180円 

受診率

3.7% 

入院 

302 円 

外来 

163 円 

受診率

3.7% 

入院 

337円 

外来 

163円 

受診率

3.7% 

脳血管疾患 減少 入院 

744円 

外来 

67円 

受診率

3.2% 

入院 

197 円 

外来 

77 円 

受診率

3.3% 

入院 

382円 

外来 

48円 

受診率

3.0% 

糖尿病 減少 入院 

134円 

外来 

1,389円 

受診率

9.4% 

入院 

76 円 

外来 

1,460円 

受診率

9.7% 

入院 

141円 

外来 

1,493円 

受診率

9.9% 

高血圧 減少 入院 

74円 

外来 

1,116円 

受診率

18.9% 

入院 

48 円 

外来 

1,148円 

受診率

19.5% 

入院 

13円 

外来 

977円 

受診率

19.4% 

腎不全 減少 入院 

50円 

外来 

641円 

受診率

1.3% 

入院 

166 円 

外来 

764 円 

受診率

1.3% 

入院 

213円 

外来 

856円 

受診率

1.5% 

  

Ⅲ 第２期計画の評価 

データヘルス計画最終評価 全体の評価 
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実績値    
評

価

判

定 

目的・目標の達成状況 今後の 

方向性 

(個別事業の

評価結果を踏

まえて) 

Ｒ1 

年度 

Ｒ2 

年度 

Ｒ3 

年度 

Ｒ4 

年度 

達成に繋がる 

取組・要素 

未達成に繋がる 

背景・要因 

43.88 41.53 44.05 45.09 

 

C ・特定健診・

がん検診等の

受診勧奨とそ

の後の保健指

導、精密検査

の受診勧奨な

どを実施し

た。 

・糖尿病重症

化予防につい

ては、医療機

関を受診して

いない者や医

療機関の受診

を中断してい

る者に、医療

につなげるた

めの受診勧奨

通知を実施し

た。 

・健康日本 21清

須計画（第 2

次）の普及が新

型コロナウイル

ス感染症の影響

により十分でな

く、広報、出前

講座等も啓発回

数が年々減少し

ており、市民の

知る機会が減少

している。 

・糖尿病の重症

化予防につい

て、健診の追跡

が十分にできて

いない。市民も

治療の必要性が

十分に理解でき

ていない。 

・広報等で健

康的な生活習

慣の啓発 

・地区組織活

動での啓発 

・定期的な健

康診査の受診

やかかりつけ

医の推進 

・生活習慣病

の発症及び重

症化の予防や

継続治療の重

要性の啓発 

24,331  23,638  25,657  27,424  

 

D 

入院 

275 円 

外来 

139 円 

受診率

3.5% 

入院 

877円 

外来 

118円 

受診率

3.3% 

入院 

188 円 

外来 

135 円 

受診率

3.3% 

入院 

165円 

外来 

113円 

受診率

3.4% 

A 

入院 

202 円 

外来 

51 円 

受診率

3.0% 

入院 

476円 

外来 

35円 

受診率

2.8% 

入院 

585 円 

外来 

33円 

受診率

2.9% 

入院 

708円 

外来 

59円 

受診率

3.2% 

C 

入院 

36 円 

外来

1,455円 

受診率

9.8% 

入院 

126円 

外来

1,359円 

受診率

9.4% 

入院 

105 円 

外来

1,412円 

受診率

9.7% 

入院 

105円 

外来

1,544円 

受診率

10.2% 

C 

入院 

0 円 

外来 

899 円 

受診率

18.8% 

入院 

2円 

外来 

761円 

受診率

17.3% 

入院 

1円 

外来 

835 円 

受診率

18.6% 

入院 

0円 

外来 

803円 

受診率

18.9% 

A 

入院 

167 円 

外来 

786 円 

受診率

1.7% 

入院 

161円 

外来 

783円 

受診率

1.5% 

入院 

144 円 

外来 

958 円 

受診率

1.7% 

入院 

144円 

外来 

835円 

受診率

2.0% 

D 

 

【評価判定区分】  

A ：達成・概ね達成（目標達成、または達成率 90％以上） 

B＋：改善（達成率 50％以上 90％未満） 

B－：やや改善（達成率 10％以上 50％未満） 

C ：変わらない（達成率-10％以上 10％未満） 

D ：悪化（達成率-10％未満） 

E ：判定不能 
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策定時の 

健康課題 

策定時の 

目的・目標 

目標    

指標 目標値 H28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

・被保険者の人

工透析患者は 

３０人弱で推移

しているが、新

規導入者は増加

傾向にある。 

 

・特定健診受診

率は横ばいであ

り若い世代の受

診率は少ない。 

 

・有所見項目で

は、「収縮期血

圧」「HbA1c」が

増加している。 

 

・特定保健指導

割合は１０％で

推移し、実施率

は県を上回って

いるものの２０%

と低率であり、

特に積極的支援

実施率は低い。 

 

・喫煙率は減少

傾向にあるもの

の、県よりは高

い。 

 

・国の後発医薬

品使用促進目標

値８０%に向け、

使用促進をさら

に進める必要が

ある。 

対策： 

生活習慣病

発症予防対

策 

生活習慣病

重症化予防

対策 

COPD対策 

医療費適正

化対策 

④人工透析新

規導入患者数 

減少 11 8 6 

人工透析患者

数 

23 28 28 

人工透析の糖

尿病患者数 

12 14 16 

⑤特定健康診

査受診率及び

有所見者割合 

(KDB厚生労働

省様式 5-2) 

受診率

は

60％、 

有所見

者割合

は減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診率

45.9％ 

有所見者 

腹囲 34.1％ 

HbA1c47.6％ 

血圧 47.7％ 

受診率

44.6% 

有所見者 

腹囲 34.4％ 

HbA1c53.8％ 

血圧 44.2％ 

受診率

43.5% 

有所見者 

腹囲 37.3％ 

HbA1c41.7％ 

血圧 45.7％ 

⑥特定保健指

導実施率及び

保健指導によ

る減少率 

(県平均) 

実施率

は 60％ 

 

実施率

20.0% 

実施率

20.9% 

実施率

38.7% 

 

減少率

は上昇 

 

減少率

22.2％ 

(24.2%) 

 

減少率

25.0％ 

(22.4％) 

 

減少率

15.1％ 

(22.3%) 

 

 

⑦喫煙率 

(県平均) 

減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 

(14.2) 

14.7 

(14.5) 

14.0 

(14.3) 
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実績値    判

定 

達成に繋がる 

取組・要素 

未達成に繋がる 

背景・要因 

今後の 

方向性 Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 

6 9 7 4 

 

C ・医療や日常

生活の管理が

自身ででき、

重症化予防対

策ができてい

る。 

・定期受診がで

きておらず、服

薬や食事・運動

療法等の自己管

理が不十分で、

望ましい生活習

慣の継続ができ

ていない。 

・かかりつけ

医との連携に

よる糖尿病重

症化予防事業

の推進。 

24 26 30 26 

 

14 15 18 15 

 

受診率

43.6% 

有所見者 

腹囲

37.4％ 

HbA1c 

50.3％ 

血圧

44.3％ 

受診率

33.4% 

有所見者 

腹囲

35.7％ 

HbA1c 

50.2％ 

血圧

54.9％ 

受診率

35.1% 

有所見者 

腹囲

35.4％ 

HbA1c 

49.9％ 

血圧

54.1％ 

受診率

38.7% 

有所見者 

腹囲

36.9％ 

HbA1c 

54.0％ 

血圧

49.1％ 

D ・４保健セン

ターでの集団

健診と、かか

りつけ医で受

診できる個別

健診でそれぞ

れに、受診し

やすい体制を

整備した。 

(令和２・３

年度集団健 

診中止） 

・新型コロナウ

イルス感染症に

より令和２・３

年度集団健診を

中止し、個別健

診のみの実施と

なった。感染症

予防のため外出

控えがあり、受

診率が減少し

た。また、生活

の行動制限に伴

う運動不足等

で、生活習慣病

のリスク保有者

の割合が増加し

た。 

・４０～５０

代の新規受診

者の開拓、受

診勧奨の工

夫、インセン

ティブ事業と

して、信長ク

ーポンやマイ

レージ事業の

推進・利用で

きる商業施設

の開拓。 

実施率

41.2% 

実施率

21.5% 

実施率

21.6% 

実施率

32.3% 

 

B- ・直営から委

託にし、週末

や夕方の電話

連絡等、柔軟

な指導体制が

確保でき、指

導率が上昇し

た。 

・新型コロナウ

イルス感染症に

より令和２・３

年度集団健診を

中止したことに

伴い、健診当日

に特定保健指導

対象と見込まれ

る者に初回面接

を実施すること

ができなかっ

た。 

・保健指導委

託機関の選別

(電話や家庭

訪問等対象者

に応じて実施

できる機関)

保健指導の内

容を振り返り

改善策を委託

機関と協議す

る。 

 

減少率

24.7％ 

(22.6%) 

 

減少率

8.6％ 

(16.4%) 

 

減少率

28.4％ 

(22.４%) 

 

減少率

15.7％ 

(21.1%) 

C 

13.4 

(14.2) 

13.9 

(13.4) 

14.0  

(13.6) 

13.1 

(13.9) 

B- ・集団健診受

診時、喫煙者

に禁煙外来の

案内を実施し

た。 

・令和２年度か

ら禁煙サポート

相談事業を実施

している。利用

者は少ないた

め、啓発してい

く必要がある。 

・市民健康講

座として、

COPD教室を

実施。 

・世界禁煙デ

イ(５月３１

日)にあわせ

て広報で禁煙

に関しての啓

発をする。 
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№ 

事
業
名 

目的・対象・内容 

ｱｳﾄ 

ﾌﾟｯﾄ 
指標 

目
標
値 

計画策定

時の基準

値 

28年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R1 

年度 ｱｳﾄ 

ｶﾑ 

１ 

特
定
健
康
診
査 

目
的 

被保険者の健康状態を把

握、糖尿病等の生活習慣病

の発症や重症化の予防につ

なげる。 

アウ

トプ

ット 

健診受診者 受診

率 

60% 

4,586人 

(45.9％) 

4,259人 

(44.6%) 

4,022人 

(43.5%) 

3,892人 

(43.6%) 

対
象 

４０～７４歳の清須市国保

加入者 

４０～４４歳受

診率 

30% 20.1% 20.5% 20.4% 23.8% 

内
容 

 

メタボに着目した健康診査を実

施、健康状態の把握及び保健指

導につながるリスク保有者の抽

出を行う。集団及び個別受診方

式。 

基本項目：問診、身体計測、理

学的検査(診察)、血圧測定、血

液検査、尿検査 

詳細健診：心電図、貧血、眼

底、期間を定めて、個別健康診

査(７～１２月)と集団健康診査

(５～６月)で実施。 

アウ

トカ

ム 

特定保健指導対

象者の減少率 

25.0

% 

20.4% 

 

 

18.1% 16.7% 21.6 % 

メタボ該当者及

び予備群 

該当者割合 

減少 該当者

18.9％ 

予備群

11.6% 

該当者

18.0％ 

予備群

12.4% 

該当者

19.3％ 

予備群

13.2% 

該当者

19.5％ 

予備群

12.6% 

 

 

 

２ 
特
定
健
診
未
受
診
者
対
策
事
業 

目
的 

特定健康診査受診率の向上

により被保険者の健康の保

持増進につなげる。 

アウ

トプ

ット 

①集団健診未受

診者への個別健

診受診券の送付 

100% 100％ 100％ 100％ 100％ 

 

 

 

 

 

 

対
象 

４０～７４歳の清須市国保

加入者で健診未受診者 

②ハガキによる受

診勧奨 1,856件 

(新規 1,461 件、

継続 395 件) 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

内
容 

  

①集団健診未受診者へ個別

健診の特定健診受診券を発

送 

②１０月に新規及び健診受

診中断者へハガキによる受

診勧奨を実施 

アウ

トカ

ム 

①個別健診受診

者数 

(個別通知した者

で受診者) 

増加 通知数 
10,395人 

受診者数

2,979人

(28.7%) 

通知数 

8,240人 

受診者数

2,674人

(32.5%) 

通知数 

8,920人 

受診者数 

2,701人

(30.3%) 

通知数 

7,180人 

受診者数 

2,529人

(35.2%) 

②ハガキ送付者

新規・継続受診

者割合 

増加 141人

(7.6%) 

新規 

40人

(2.7%) 

継続 

101人

(25.6%) 

過去 3年

間の健診

未受診者

(新規)お

よび健診

中断者 

2,782人 

Ｈ28･29

年受診し

Ｈ30年未

受診者、

Ｈ29年未

受診でＨ

30年受診

者: 

2,803名 

H29･30年

受診し R1

年未受診

者、H30

年未受診

で R1年受

診者: 

961名 

③５年間継続受

診率 

32.5

% 

30.6% 30.7% 30.3% 29.2% 

データヘルス計画最終評価  個別事業評価 
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【評価判定区分】 A：達成  B+：改善 B-：やや改善 C：変わらない D：悪化 E：判定不能 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

評価

判定

(A～

D) 

成功要因 

(ストラクチャー・プ

ロセスを踏まえて) 

未達成要因 

(ストラクチャー・プ

ロセスを踏まえて) 

今後の事業の方向性 

(判定、ストラクチ

ャー・プロセス評価

から) 

2,922人 

(33.4%) 

2,983人 

(35.1%) 

3,090人 

(38.7％) 

 

 

D ・市の健診の方向性

として、集団健診か

ら個別健診へシフ

ト。 

・集団健診実施日数

を減らすことができ

た(令和元年度２６

日、令和４年度１４

日)。 

・個別健診の受託医

療機関が増えてい

る。 

・健診受診率６０%、

４０～４４歳受診率

３０％の目標値であ

るが、新型コロナウ

イルス感染症の影響

により、医療機関で

の受診控えに伴い、

特定健診受診率が減

少。 

・特定保健指導対象

者の減少率は、目標

値に到達していな

い。 

・メタボ該当者が微

増している。 

・がん検診と同時実

施できる個別医療機

関の体制整備を推進

する必要がある。 

・特定健診受診への

啓発を実施(広報折

込チラシ、納税通知

書にチラシ同封等) 

・特定保健指導対象

者の減少に向けて、

特定保健指導を効果

的に実施する必要が

ある。 

13.2％ 16.3% 1８.4% D 

12.3 % 17.8 % 16.5 % 

 

 

D 

該当者

20.8％ 

予備群

12.1% 

該当者

20.7％ 

予備群

11.3% 

該当者

21.0％ 

予備群

12.7% 

 

 

 

D 

新型コロナ

ウイルス感

染症により

集団健診中

止 

特定健診対

象者に受診

券送付 

新型コロナ

ウイルス感

染症により

集団健診中

止 

特定健診対

象者に受診

券送付 

特定健診

対象者に

受診券送

付 

 

 

 

A ・集団健診未受診者

に対して個別健診受

診用の受診券を発送

していたが、特定健

診対象者全員に受診

券を発送し、集団健

診又は個別健診で受

診できるよう受診勧

奨している。 

・毎年健診を受けて

いない方を対象に受

診勧奨ハガキを送付

することで、受診に

つながっている。 

・年度末に４０歳に

なる方を対象に受診

勧奨ハガキを１０月

に送付。 

・５年継続受診率が

減少している。 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響によ

り、令和２年度・令

和３年度の集団健診

を中止し、個別健診

のみの実施とした。 

・若い世代の受診率

が低く、毎年健診を

受診していない方を

対象に健診未受診者

対策として引き続き

受診勧奨ハガキを実

施する。 

・特定健診受診への

啓発を継続実施(広

報折込チラシ、納税

通知書にチラシ同封

等)する。 

  100% 100% 

 

 

 

A 

5月通知 

8,272人 

個別受診

者 3,225

人

(39.0％) 

6月通知 

9,463人 

個別受診

者 3,325

人

(35.1％) 

5～11月通

知 9,712人

健診受診

者 3,355

人 

(34.5％) 

 

A 

  H30・R1

年受診し

R2年未

受診者

1,248人 

R1年未

受診・R2

年受診

211人 

R1・2年受

診し R3年

未受診者

856人 

R2年未受

診・R3年受

診 428人 

該当年度末

40歳 101人 

A 

23.6% 22.2% 21.2% 

 

D 
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№ 

事業

名 
目的・対象・内容 ｱｳﾄ 

 

指標 
 

目標値 
計画策定時

の基準値

28年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R1 

年度 

３ 

特
定
保
健
指
導 

目
的 

生活習慣の改善を促

し、生活習慣病の予防

を図る。 

アウ

トプ

ット 

特定保健指導対象

者 

減少 489人 

(10.7%) 

 

464 人 

(10.9%) 

470人 

(11.7%) 

442人 

(11.4%) 

利用者(利用率) 増加 112人 

(22.9%) 

 

101 人 

(21.8%) 

190人 

(40.4%) 

205人 

(46.4%) 

対
象 

特定健診の結果、特定

保健指導の対象となっ

た者 

終了者(率) 

①動機づけ支援・

②積極的支援 

増加 98人 

(20.0%) 

 

①25.4% 

②1.8% 

97人

(20.9%) 

 

①25.7% 

②6.8% 

182人

(38.7%) 

 

①42.0% 

②27.8% 

182人

(41.2%) 

 

①41.7% 

②39.4% 

内
容 

集団及び個別による保

健指導を委託により実

施する 

方法：集団及び個別に

よる保健指導を委託に

より実施する 

【保健指導機関委託】 

①２７日間の集団健診

当日に初回面接を実施

し、２回目は電話によ

る保健指導実施 

②８月～３月の各月１

日間(８回)、初回面接

１回目を実施していな

い者(主に個別健診で

保健指導対象になった

者) 

【個別医療機関委託】 

①７月～３月に動機づ

け支援委託９医療機

関、積極的支援４医療

機関で実施する 

アウ

トカ

ム 

①特定保健指導対

象者の減少率 

②特定保健指導に

よる特定保健指導

の減少率 

前年

比増 

①20.4% 

②22.2% 

 

 

 

①18.1% 

②25.0% 

①16.7% 

②15.1% 

①21.6% 

②24.7% 

特定保健指導減少

率 

減少率

は県平

均を上

回る

(Ｒ１) 

減少率 

(県平

均) 

22.2% 

(24.2%) 

 

 

 

 

 

 

25.0% 

(22.4％) 

15.１% 

(22.3%) 

24.7% 

(22.6%) 

保健指導受託医療

機関の増加 

増加 動機づけ

9 

積極的 4 

 

 

 

 

 

 

動機づけ

9 

積極的 4 

動機づけ

9 

積極的 4 

動機づけ

９ 

積極的 4 

４ 

特
定
保
健
指
導
利
用
勧
奨 

目
的 

特定保健指導の利用率

の向上を図る。 

アウ

トプ

ット 

対象者数 

電話勧奨実数(率) 

電話

勧奨

率

100% 

H29より

委託 

対象者

190 件 

勧奨実績

173 件 

(91.1%) 

 

対象者

191件 

勧奨実績

169件 

(88.5%) 

対象者

160件 

勧奨実績

123件 

(76.9%) 
対
象 

特定保健指導対象者、

未利用者 

内
容 

６月～３月に、特定保

健指導対象者へ電話で

直接利用勧奨を行い、

初回面接の予約を取

る。(業者委託) 

アウ

トカ

ム 

利用勧奨後の初回

面接実施率 

30% H29より

委託 

44件

(25.4%) 

44件 

(26.0%) 

32件 

(26.0%) 
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2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

評

価 
成功要因(ストラクチャ

ー・プロセスを踏まえて) 
未達成要因(ストラクチャ

ー・プロセスを踏まえて) 

今後の事業の方向性(判

定、ストラクチャー・プロセ

ス評価から) 

317人 

(10.8 %) 

305人 

(10.2%) 

344人 

(11.1％) 

 

A ・平成３０年度から利

用勧奨、保健指導を業

者へ委託。 

・集団健診時、全ての

方と面接指導し、階層

化後の保健指導をスム

ーズにする事ができ

た。また、健診当日に

特定保健指導の初回面

接を実施しており、意

識付けにつながってい

る。 

・保健指導受託医療機

関が少なく、増やすこ

とができていない。 

・保健指導を勧奨して

も断られる場合が多

く、自分のこととして

とらえてもらう働きか

けや保健指導を受けた

くなるようなイメージ

付けが必要。 

・委託業者による限ら

れた日時での保健指導

が困難な場合もある。 

・医療機関では中断者

があり、受診者側は受

診や通院を中断し、ま

た医療機関側も中断者

に対し積極的な勧奨ま

ではできない現状であ

る。医療機関でできな

い場合は市から連絡

し、市から指導できる

ようにする必要があ

る。 

・業者による保健指導

では、日程の都合が合

わない場合は、市の保

健指導を組み合わせて

いく必要がある。 

81人 

(25.6%) 

79人 

(25.9%) 

127人 

(36.9％) 

 

A 

68人

(21.5%) 

 

①26.1% 

②4.4% 

66人

(21.6%) 

 

①24.4% 

②12.7% 

111人 

(32.3%) 

 

①35.8% 

②19.7% 

A 

①12.3% 

②8.6% 

 

 

 

①17.8% 

②28.4% 

①16.5% 

②15.7% 

D 

8.6% 

(16.4%) 

 

 

 

 

 

 

28.4% 

(22.4%) 

15.7% 

(21.1%) 

D 

動機づけ

９ 

積極的 4 

 

 

 

 

 

 

動機づけ

９ 

積極的 4 

動機づけ

10 

積極的 5 

A 

対象者

88件 

勧奨実績

73件 

(83.0%) 

 

対象者

89件 

勧奨実績

81件 

(91.0%) 

対象者

106人 

勧奨実績

102人 

(96.2％) 

A ・業者に委託すること

で、夜間や休日も連絡

する事ができ、対象者

の獲得につながってい

る。 

・特定保健指導利用を

促すが、指導につなが

らない方や拒否をする

方がいる。自分事とし

て意識してもらうため

の工夫が必要。 

・特定保健指導利用勧

奨連絡時に指導拒否の

場合でも、自身で取り

組めるような意識付け

の説明を伝える。 

18件 

(24.7%) 

15件 

(18.5%) 

23件 

(22.5%) 

 

 

 

C 
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№ 

事業

名 
目的・対象・内容 ｱｳﾄ 

 

指標 
 

目標値 
計画策定時

の基準値

28年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R1 

年度 

５ 

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
事
業 

目
的 

血糖に係る値の改善を

促し、糖尿病の予防を

図る。 

アウ

トプ

ット 

未受療者への電話

勧奨(率) 

100% 対象者

841人 

受診勧奨

841人 

(100%) 

対象者

60人 

受診勧奨

60人 

(100%) 

対象者

200人 

受診勧奨

27人

(13.5%) 

対象者

67人 

受診勧奨

51人

(76.1%) 

対
象 

血液検査において特定

保健指導非該当者のう

ち、血糖受診勧奨判定

値該当者 

医師会と連携した

取り組み  

連携会議回数 

実施 検討 検討 1回 4回 

内
容 

電話訪問勧奨：１０～

１１月に、受療確認ア

ンケートを実施し、未

受療者へ電話や訪問に

よる受診勧奨・生活改

善指導を実施する。⇒

平成３０年度から「糖

尿病性腎症対策事業」

「その他の生活習慣病

対策事業」へ移行 

【新規事業】 

糖尿病性腎症重症化予

防プログラム事業,医

師会と連携した支援体

制の整備を図る 

アウ

トカ

ム 

受診勧奨した者の

うち受療した者 

100% 841人中 

237人

(28.2%) 

 

60人中 

31人

(51.2%) 

27人中 

20人

(74.0%) 

51人中 

27人 

(52.9%) 

北名古屋市・清須

市・豊山町と西名

古屋医師会との協

同で実施する、糖

尿病性腎症重症化

予防プログラムの

進捗状況 

実施 検討 検討 2市 1町

共通のプ

ログラム

作成、共

通様式作

成 

 

 

 

 

 

実施要領

完成 

６ 

生
活
習
慣
病
重
症
化
予
防(

医
療
受
診
勧
奨) 

目
的 

高血圧、肥満に係る検

査値の改善を促し、循

環器系疾患の発症を予

防する。高血圧及びＣ

ＫＤのリスク者の重症

化・合併症を予防す

る。 

アウ

トプ

ット 

未受療者への電話

勧奨(率) 

100% 上記糖尿

病と同じ 

[再掲] 

対象者

841人 

受診勧奨 

841人 

(100%) 

 

 

 

対象者

206 人 

中 206人

(100%) 

対象者

114人 

中 27人

(13.5%) 

対象者

27人 

中 27人

(100%) 

対
象 

特定保健指導非該当者

のうち、血圧・脂質・

腎機能低下に対する受

診勧奨判定値該当者 

内
容 

電話訪問勧奨：１０～

１１月に、受療確認ア

ンケートを実施し、未

受療者へ電話や訪問に

よる受診勧奨・生活改

善指導を実施する。 

アウ

トカ

ム 

受診勧奨した者の

うち受療した者 

増加 上記糖尿

病と同じ 

[再掲] 

841人中

237人 

(28.2%) 

206 人中 

64人 

(31.1%) 

上記糖尿

病と同じ 

[再掲] 

27人中

20人

(74.0%) 

27人中 7

人 

(25.9%) 
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2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

評

価 

成功要因(ストラクチャ

ー・プロセスを踏まえて) 
未達成要因(ストラクチ

ャー・プロセスを踏まえて) 
今後の事業の方向性
(判定、ストラクチャー・プ

ロセス評価から) 

対象者

26人 

受診勧奨

26人 

(100%) 

対象者

35人 

受診勧奨

21人 

(60%) 

対象者

23人 

受診勧奨

23人 

(100%) 

A ・実施要領を作成し、

受診勧奨や保健指導の

プログラムに沿って実

施できるようになっ

た。 

・かかりつけ医から専

門医へ受診依頼ができ

る体制の整備ができ

た。 

・受診の必要な方は健

診結果が届く際に集団

健診では説明書、個別

健診では医師より説明

がなされている。 

・レセプトにて受診状

況を確認してから受診

勧奨を実施しているた

め、受診までに時間を

要す。 

・糖尿病性腎症重症化

予防は単年度で実施し

ており、経年的な追跡

ができていない。 

・西名古屋医師会の協

力を得ながら、実施要

領に合わせた内容で実

施していく。 

    1回 

 

 

 

C 

26人中 

12人 

(46.2%) 

 

21人中 

8人 

(28.1%) 

23人中 

4人 

(17.4%) 

D 

行政担当

者間で実

施状況の

共有、保

健指導に

関する勉

強会実施 

  ・2市 1

町共通の

プログラ

ム内容見

直し 

・かかり

つけ医か

ら専門医

への受診

依頼体制

整備 

A 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ・受診勧奨をその年度

の重点対象やマンパワ

ーに応じ実施した。受

診勧奨は電話、手紙、

訪問で実施し、受療確

認は、電話、レセプト

で行った。 

・受診の必要な方は健

診結果が届く際に集団

健診では説明書、個別

健診では医師より説明

がなされている。 

・家庭で血圧測定する

習慣をつけてもらえる

よう啓発する。 

・清須市の女性は血管

系の疾患で死亡する

SMR値が高いので、特

に高血圧は重症化予防

の重点課題として取り

組む必要がある。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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№ 

事業

名 
目的・対象・内容 ｱｳﾄ 

 

指標 
 

目標値 
計画策定時

の基準値

28年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R1 

年度 

７ 

Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
予
防
事
業 

目
的 

ＣＯＰＤの啓発及び

禁煙指導を実施し、

ＣＯＰＤを予防す

る。 

アウ

トプ

ット 

ＣＯＰＤ－ＰＳＴ

Ｍ実施数(率) 

100% 1,916人

(100%) 

1,819人

(100%) 

1,765人

(100%) 

1,748人

(100%) 

ＣＯＰＤ－ＰＳＴ

Ｍ4点以上の者 

H２９・３０肺チ

ェッカー実施 

減少 648人 

(33.8%) 

493人 

(27.1%) 

515人 

(29.2%) 

548人 

(31.4%) 

対
象 

４０～７４歳特定健

診(集団)受診者 

COPD教室参加者数 

 

増加 30人 21人 27人 14人 

内
容 

①集団健診時に

COPD-PSTMを実施

し、啓発を図る。 

②COPD-PSTM の結果

に基づき禁煙指導を

実施する。H29・30

年度は西名古屋医師

会と協同で肺チェッ

カー検査を実施。

COPD-PSTM4点以下の

者に肺年齢測定と禁

煙保健指導を実施

し、COPD 講座参加の

勧奨をした。平成 29

年度より

FEV1/FEV6％が 0.73

未満の者、および肺

年齢が実年齢より 19

歳以上高い者に対

し、COPD 連携手帳の

配布を行い翌年追跡

調査で受診の有無を

確認した。 

・地域医療推進協議

会(西名古屋医師会)

と連携を図りながら

進めていく。 

アウ

トカ

ム 

喫煙率 減少 

 

 

 

15.2% 14.7% 14.0% 13.4% 

COPD認知度 

知っている、聞い

たことがある方の

割合 

73.0

％ 

 

 

 

 

41.5% 53.0% 60.2% 67.8% 

受診勧奨した者の

うち医療に繋がっ

た者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%       4.2% 

８ 

歯
科
保
健
事
業 

目
的 

歯周疾患の予防、口

腔衛生の改善を図

り、歯の喪失を予防 

する。 

アウ

トプ

ット 

歯科健診受診者

(受診率) 

受診

率 

増加 

204人 

(18.7%) 

212人 

(11.7%) 

168人 

(9.5%) 

139人 

(8.0%) 

対
象 

４０～７４歳特定健

診(集団)実施者で、

健診当日清須市国民

健康保険加入者 

アウ

トカ

ム 

健診結果：要精密

検査者数、率 

減少 74% 59.8% 50.6% 71.2% 

内
容 

健康診査受診勧奨と

歯科健康診査及び歯

科保健指導を実施 

する。 

 

歯周病保有率 40%以

下 

 

65.2% 46.3% 41.1% 66.2% 

かかりつけ歯科医

の割合 

100% 83.8% 76.2% 78.0% 74.1% 
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2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

評

価 

成功要因(ストラクチャ

ー・プロセスを踏まえて) 
未達成要因(ストラクチ

ャー・プロセスを踏まえて) 
今後の事業の方向性
(判定、ストラクチャー・プ

ロセス評価から) 

  

 

    E ・集団健診受診者のう

ち喫煙している方を対

象に禁煙外来の案内を

実施。 

・新型コロナウイルス

感染症拡大防止のた

め、市民健康講座

(COPD教室)のみ継続実

施。 

・市民健康講座とし

て、COPD教室を実施。 

・世界禁煙デイ(５月

３１日)にあわせて広

報で禁煙に関しての啓

発をする。 

  

 

 

 

    E 

14人 

 

 

  15人 D 

13.9% 

 

 

 

14.0% 13.1% B+ 

  

 

 

 

 

    E 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    E 

    173人 

(23.4%) 

 

 

A ・集団健診の受診者に

歯科健診と歯科衛生士

による保健指導、歯ブ

ラシ等の粗品を配布等

で受診促進をしてい

る。 

・集団の特定健診時に

希望者のみ実施してい

る。健診時に歯科健診

をお誘いしても「かか

りつけ医があるから」

と断られる場合が多

く、当日の受診者が少

ない。 

・集団の歯科健診を勧

奨する際に、定期健診

の必要性について伝え

る。 

    

 

 

 

66.5％ B+ 

    

 

 

57.2% B- 

    

 

74.6% B- 
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№ 

事業

名 
目的・対象・内容 ｱｳﾄ 

 

指標 
 

目標値 
計画策定時

の基準値

28年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R1 

年度 

９ 

が
ん
検
診 

目
的 

各種がんの早期

発見をし早期治

療に結びつけ

る。 

アウ

トプ

ット 

検診受診率 

①胃がん 

②大腸がん 

③肺がん 

④子宮がん 

⑤乳がん 

(愛知県「各がん

検診の結果報

告」、４０歳以上

の推計受診率) 

前年

比増 

①12.7% 

②18.7% 

③15.0% 

④22.9% 

⑤22.2% 

①12.3% 

②18.4% 

③15.1% 

④23.1% 

⑤22.3% 

①11.5% 

②17.9% 

③14.5% 

④22.6% 

⑤21.9% 

①10.9% 

②17.2% 

③14.1% 

④23.5% 

⑤21.9% 

対
象 

がん検診対象者 

内
容 

集団検診と個別

検診 

①胃がん②大腸

がん③肺がん④

子宮がん⑤乳が

ん 

アウ

トカ

ム 

精密検査受診率 

①胃がん 

②大腸がん 

③肺がん 

④子宮がん 

⑤乳がん 

前年

比増 

①82.2% 

②73.4% 

③88.2% 

④86.5% 

⑤90.5% 

 

 

 

①83.1% 

②73.9% 

③87.0% 

④79.1% 

⑤93.9% 

①94.6% 

②75.9% 

③81.6% 

④78.8% 

⑤91.8% 

①91.2% 

②80.2% 

③77.8% 

④63.4% 

⑤96.4% 

10 

医
療
費
適
正
化 

重
複
・
多
剤
投
与 

目
的 

受診や服薬等に

ついての指導を

実施し、適正な

受診を促す。 

アウ

トプ

ット 

重複服薬情報通知 前年

比増 

０ ０ ２ ５ 

対
象 

重複・頻回受診

者 

 

内
容 

専門職による情

報提供や保健指

導の実施 

アウ

トカ

ム 

改善割合 100% ０ ０ 2人

(100%) 

5人

(100%) 

11 
医
療
費
適
正
化 

後
発
医
薬
品
使
用
促
進 

目
的 

後発医薬品の使用

促進を図り、医療

費を軽減する。 

 

アウ

トプ

ット 

後発医薬品差額通

知  実施率 

100% 100％ 99％ 99％ 99％ 

対
象 

後発医薬品に切り

替えた場合の差額

が２００円以上の

被保険者 

 

内
容 

上記対象者に差

額通知をする。 

 

アウ

トカ

ム 

後発医薬品 使用

率 

80％     70.4% 76.5％ 
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2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

評

価 

成功要因(ストラクチャ

ー・プロセスを踏まえて) 
未達成要因(ストラクチ

ャー・プロセスを踏まえて) 
今後の事業の方向性
(判定、ストラクチャー・プ

ロセス評価から) 

①2.3% 

②7.1% 

③5.6% 

④16.9% 

⑤14.0% 

①7.2% 

②13.5% 

③11.0% 

④19.6% 

⑤17.8% 

①8.5% 

②16.0% 

③13.6% 

④16.7% 

⑤12.7% 

 

 

 

 

 

D ・個別検診の受託医療

機関を毎年拡充し、平

成２７年度から大腸が

ん、平成２８年度から

胃内視鏡、平成２９年

度から女性がん、令和

２年からは胃バリウ

ム・肺がん検診が受診

できる体制を整えた。 

・新型コロナウイルス

感染症の影響により、

令和２年度は集団検診

(胃・大腸・肺がん)を

中止し、個別検診のみ

の実施とした。 

・令和４年度から集団

検診の WEB申込を開始

した。 

・個別医療機関数に限

りがあり、地区によっ

ては実施できない検診

項目もある。乳・子宮

がん検診は市内に医療

機関はなく市外のみ。 

・精密検査の受診は電

話や手紙で再勧奨をし

ているが、１００％の

受診率をめざし、さら

なる勧奨が必要であ

る。 

・がん検診の受診率は

県内でも低く、特に肺

がん検診が低いことが

課題になっていた。そ

のため、令和２年度か

ら医療機関での個別検

診が受けられるように

した。コロナ禍が個別

化に拍車をかけたが、

利便性向上のため、更

に個別医療機関検診の

体制を整えていく必要

がある。 

①100% 

②72.7% 

③88.4% 

④80.0% 

⑤88.9% 

①86.6% 

②68.4% 

③91.7% 

④78.0% 

⑤90.3% 

①88.9% 

②76.9% 

③90.0% 

④67.9% 

⑤89.4% 

 

 

 

C 

    7 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ・連合会からの情報提

供により、該当者の把

握とレセプトの追跡が

できるようになった。 

・対象者が少なく、対

象とする薬剤の種類が

少ない。 

・レセプトで該当者の

服薬状況を確認し、必

要があれば再度通知を

郵送、あるいは指導を

する。 

・対象とする薬剤の種

類を増やす。 

    

 

 

 

7人

(100%) 

A 

100％ 100％ 99％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ・連合会への委託によ

り差額通知の発送業務

ができた。 

・後発医薬品使用のシ

ールやチラシを配布す

ることで一定の患者の

意識変化につながっ

た。 

・後発医薬品の認知が

低く、理解されにく

い。 

・差額通知の郵送を継

続するとともに、患者

の後発医薬品への意識

を変えるため、分かり

やすい情報提供を行っ

ていく。 

    80.6% 

 

 

B+ 
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 健康課題 

優先す

る健康

課題 

対応する 

保健事業番

号 

Ａ 

死因別標準化死亡比経験的ベイズ推定値が１００を超える死因は、男性では「急性心筋梗

塞」「大動脈瘤・解離」「気管・肺がん」「大腸がん(結腸)」「悪性新生物」「胃がん」である。

女性では「急性心筋梗塞」「大動脈瘤・解離」「脳血管疾患」「くも膜下出血」「胃がん」「大腸

がん（直腸）」「脳内出血」「大腸がん（結腸）」「子宮がん」「心疾患」である。そのうち「急

性心筋梗塞」は著しく高い。 

✓ 1,2,3,4,5 

Ｂ 

1人当たり医療費（入院）は、「新生物」「循環器系の疾患」「呼吸器の疾患」「筋骨格系及び結

合組織の疾患」の順に高く、いずれも県より高い。循環器系疾患では、「脳梗塞」「虚血性心

疾患」「脳内出血」「くも膜下出血」の順に高く、「脳梗塞」「脳内出血」「くも膜下出血」は県

より高い。 

✓ 1,2,3,4,5 

Ｃ 

1人当たり医療費（入院外）は、「内分泌、栄養及び代謝疾患」「新生物」「循環器系の疾患」

「筋骨格系及び結合組織の疾患」の順に高く、「内分泌、栄養及び代謝疾患」「筋骨格系及び

結合組織の疾患」は県より高い。循環器系疾患では「高血圧性疾患」が最も高く、県と同程

度である。内分泌・栄養及び代謝疾患では、「糖尿病」「脂質異常症」の順に高く、いずれも

県より高い。 

✓ 1,2,3,4,5 

Ｄ 

「大腸がん」「乳がん」「胃がん」「肝がん」「子宮体がん」「子宮頸がん」1人当たり医療費

が、県・国より高い。また、前述がん及び「前立腺がん」は、「平成３０年度」と比較して

「令和４年度」は増加している。 

 5,7 

Ｅ 

令和４年度の「１０万人当たり糖尿病患者数」は、「国保」「後期」とも、経年的に県より低

い状況で推移している。また、「国保」「後期」とも「平成３０年度」より増加している。 

令和４年度「１０万人当たり人工透析患者数」及び「１０万人当たり新規人工透析患者数」

は、「国保」「後期」とも、県より多い。 

 1,2,3,4,5 

Ｆ 

特定健診受診率は、令和３年度は３５.１%で、県より低い。令和４年度「特定健診受診率」

は、男性で「４０～４４歳」「４５～４９歳」「５０～５４歳」、女性で「４５～４９歳」 

「５０～５４歳」が県・国より低い。 

 1 

Ｇ 

特定保健指導実施率は、令和３年度は２１.６％で、県より高い。「積極的支援実施率」は県

より低く、「動機付け支援実施率」は県より高い。男性は「腹囲」「収縮期血圧」「拡張期血

圧」「HDLコレステロール」、女性は「BMI」「拡張期血圧」「ALT（GPT)」の有所見者割合が、

県・国より高い。 

メタボ該当者割合は、男性で「４０～４４歳」「４５～４９歳」「５５～５９歳」「６０～６４

歳」、女性で「５０～５４歳」「６５～６９歳」が県より高い。メタボ予備群割合は、男性で

「５０～５４歳」「５５～５９歳」「６０～６４歳」「６５～６９歳」、女性で「４０～４４

歳」「５０～５４歳」６０～６４歳」が県より高い。 

 2 

Ｈ 

レセプトと令和４年度の健診結果等を組み合わせた分析状況は、「血圧受診勧奨値以上」の割

合は、「治療なし」男性の２６.０%、「治療なし」女性の１８.８%、「HbA1c受診勧奨値以上」

の割合は、「治療なし」男性の３.０%、「治療なし」女性の１.０%、「HbA1c７.０以上」の割合

は、「治療あり」男性の２７.０%、「治療あり」女性の１５.１%、「LDLコレステロール受診勧

奨判定値以上」の割合は、「治療なし」男性の２７.８%、「治療なし」女性の３５.１%であ

る。 

 1,3,4 

Ｉ 
がん検診受診率は、令和２年度「乳がん」「子宮頸がん」検診受診率は県より高く、「胃が

ん」「大腸がん」「肺がん」検診受診率は県より低い。 
 1,5,7 

Ｊ 

「平均余命」「平均自立期間」は、男女とも県・国を下回る。また、「平均余命」「平均自立期

間」の差は、男女とも県と同程度で、国より短い。 

「要支援・要介護認定率」は、経年的に増加傾向にあり、令和４年度は、「要介護５」「要介

護４」「要介護３」「要介護２」「要支援２」の認定率が、県より高い。 

 1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 計画全体（分析結果に基づく健康課題の抽出とデータヘルス計画（保健事業全体） 

の目的、目標、目標を達成するための戦略） 
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計画全体の目的 生活習慣病の発症及び重症化予防を図り、医療費適正化を目指す 

 

計画全体の目標 
計画全体の評価

指標 
指標の定義 

計画 

策定時 

実績 

目標値 

2022 

(R4) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

2029 

(R11) 

ⅰ メタボリ

ックシン

ドローム

の該当者

及び予備

群の減少 

メタボリックシ

ンドロームの該

当者の割合 

腹囲が男性８５cm・女性９０cm

以上でかつ血圧・血糖・脂質の

３つの内２つ以上が基準値から

外れている 

(男性) 

33.0% 

(女性) 

12.0% 

減少 減少 減少 減少 減少 減少 

ⅱ 

メタボリックシ

ンドローム予備

群者の割合 

腹囲が男性８５cm・女性９０cm

以上でかつ血圧・血糖・脂質の

３つの内１つが基準値から外れ

ている 

(男性) 

19.0% 

(女性) 

5.8% 

減少 減少 減少 減少 減少 減少 

ⅲ 
生活習慣

病の重症

化を予防

する。 

高血圧のリスク

保有者の割合 

特定健康診査受診者で①、②の

いずれかを満たす者の割合 

①収縮期血圧≧１４０mmHg  

②拡張期血圧≧９０mmHg 

30.6% 30.4% 30.2% 30.0% 29.8% 29.6% 29.3% 

ⅳ 

糖尿病のリスク

保有者の割合 

(血糖コントロー

ル不良者の減少) 

特定健康診査受診者で HbA1cの

検査結果がある者のうち、HbA1c

８.０%以上の人の割合 
1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 

ⅴ 

若年層か

ら健康意

識を髙め

る。 

5年間継続受診率 毎年健診を受診している人の割

合 

H30～R４ 

実績

21.2% 

23.1% 24.9% 26.8% 28.7% 30.6% 32.5% 

ⅵ 

40～44歳の受診

率 

特定健診受診者で①及び②を満

たす者 

①実施年度中に４０～４４歳と

なる者②当該実施年度の 1年間

を通じて加入している者 

18.4% 20.4% 22.4% 24.2% 26.2% 28.0% 30.0% 

ⅶ 

各がんの

早期発見

及び早期

治療 

各がん検診の受

診率 

①胃がん②大腸がん③肺がん 

(愛知県「各がん検診の結果報

告」、４０歳以上の推計受診率) 

R4年度

実績 

① 8.5％ 

②16.0％ 

③13.6％ 

受診

率前

年比

増 

受診

率前

年比

増 

受診

率前

年比

増 

受診

率前

年比

増 

受診

率前

年比

増 

受診

率前

年比

増 

ⅷ 

各がん検診の精

密検査受診率 

①胃がん②大腸がん③肺がんの

検査結果で要精密検査と判定さ

れ、その結果医療機関を受診し

た者 

R4年度

実績 

①88.9％ 

②76.9％ 

③90.0％ 

精密

検査

受診

率前

年比

増 

精密

検査

受診

率前

年比

増 

精密

検査

受診

率前

年比

増 

精密

検査

受診

率前

年比

増 

精密

検査

受診

率前

年比

増 

精密

検査

受診

率前

年比

増 

ⅸ 

平均自立

期間を延

伸する。 

平均自立期間(要

介護 2以上) 

KDB帳票「地域の全体像の把

握」の値 
(男性) 

79.8歳 

(女性) 

83.7歳 

県平

均を

上回

る 

県平

均を

上回

る 

県平

均を

上回

る 

県平

均を

上回

る 

県平

均を

上回

る 

県平

均を

上回

る 

 

 

 

事業番号 事業分類 事業名 重点・優先度 

１ 特定健康診査 特定健康診査 重点 

２ 特定保健指導 特定保健指導 重点 

３ 重症化予防(受診勧奨) 重症化予防(受診勧奨) 重点 

４ 重症化予防(保健指導) 重症化予防(保健指導) 重点 

５ 健康教育・健康相談    

６ 後発医薬品利用促進    

７ その他    
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Ⅴ 個別事業計画 

事業 1 特定健康診査 

             

事業の目的 
メタボリックシンドロームに着目し、内臓脂肪の蓄積を把握することで、自らの

健康状態を理解し、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の生活習慣病の予防を図る。 
             

事業の概要 特定健康診査を実施する。 

対象者 ４０-７４歳の被保険者 
             

項目 No. 評価指標 
評価対

象・方法 

計画策定

時実績 

2022年

度 

目標値 

2024

年度 

(R6) 

2025

年度 

(R7) 

2026

年度 

(R8) 

2027

年度 

(R9) 

2028

年度 

(R10) 

2029

年度 

(R11) 

アウトカム指標 

1 

【中長期】内

臓脂肪症候群

該当者割合 

法定報告

値 
21.0% 20.5% 20.0% 19.5% 19.0% 18.5% 18.0% 

2 
５年間継続受

診率 
AI Cube 

H30～R４ 

実績

21.2% 

23.1% 24.9% 26.8% 28.7% 30.6% 32.5% 

3 
４０～４４歳

受診率 

法定報告

値 
18.4% 20.0% 22.0% 24.0% 26.0% 28.0% 30.0% 

             

項目 No. 評価指標 
評価対

象・方法 

計画策定

時実績 

2022年

度 

目標値 

2024

年度 

(R6) 

2025

年度 

(R7) 

2026

年度 

(R8) 

2027

年度 

(R9) 

2028

年度 

(R10) 

2029

年度 

(R11) 

アウトプット指標 

1 
特定健康診査

受診率 

法定報告

値 
38.7% 40.0% 44.0% 48.0% 52.0% 56.0% 60.0% 

2 
健診受診券通

知率 

特定健診

対象者の

うち、資

格喪失者

等を除く

者に通知

を行う 

96.8% 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

3 

健診未受診勧

奨ハガキ通知

率 

４０歳、

受診中断

者及び離

脱予備群

の対象者

のうち、

資格喪失

者等を除

く者に通

知を行う 

79.6% 実施 実施 実施 実施 実施 実施 
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プ
ロ
セ
ス(

方
法)

 

周知 
対象者には受診券を郵送する。市の広報及びホームページに掲載する。受診案内

チラシを納税通知書に同封する。 

勧奨 

該当年度に４０歳を迎える方を対象に、ハガキにて受診勧奨を行う。 

毎年特定健康診査を受けていない方（受診中断者・離脱予備群）を対象に、ハガ

キにて受診勧奨を行う。 

実施

およ

び 

実施

後の

支援 

実施形態 個別健診と集団健診を実施する。 

実施場所 
個別健診：指定医療機関４７か所 

集団健診：保健センター等 

時期・期間 
個別健診：６月～１１月 

集団健診：６・７・９月 

データ取得 

勤務先で健診を受けた方、医療機関に通院中の方等：窓口にて健診受診結果のデ

ータ収集 

人間ドック受診者：国民健康保険人間ドック補助利用者 

結果提供 
個別健診：健診結果を対面で返却・結果説明 

集団健診：健診結果を郵送 

その他 

(事業実施上の工

夫・留意点・目標

等) 

「健康応援！ OTOKUDA信長クーポン」を受診者に配布。（市内該当店舗の食事や

買い物などで様々なサービスを利用） 

きよす健康マイレージチャレンジシートを受診者に配布。 
             

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー(

体
制)

 

庁内担当部署 保険年金課 

保健医療関係団体 

(医師会・歯科医師

会・ 

薬剤師会・栄養士

会など) 

西名古屋医師会等：個別健診を委託 

歯科医師会：集団健診での歯科健診を実施 

国民健康保険団体

連合会 

受診券（年度途中に国民健康保険に加入した者）の作成を委託 

受診勧奨ハガキ（健診未受診者）の作成を委託 

民間事業者 
受診券（年度当初該当者）の作成を委託 

集団健診を外部委託事業者に委託 

その他の組織 関係機関と連携を図り、事業計画を行う。 

他事業 
集団健診は、市民がん検診（予約制）と同日実施 

希望者に歯科健診を実施 

その他 

(事業実施上の工

夫・留意点・ 

目標等) 

集団健診は、予約なしで受診が可能 

公共施設・医療機関などに啓発ポスター設置 
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事業 2 特定保健指導 
             

事業の目的 
メタボリックシンドロームに着目し、内臓脂肪の蓄積を把握することにより、

糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の生活習慣病の予防を図る。 
             

事業の概要 特定保健指導を実施する。 

対象者 特定保健指導基準該当者 

             

 No. 評価指標 
評価対象・

方法 

計画策

定時 

実績 

2022

年度 

目標値 

2024

年度 

(R6) 

2025

年度 

(R7) 

2026

年度 

(R8) 

2027

年度 

(R9) 

2028

年度 

(R10) 

2029

年度 

(R11) 

アウトカム指標 

1 

【中長期】内臓

脂肪症候群該当

者割合 

法定報告値 21.0% 20.5% 20.0% 19.5% 19.0% 18.5% 18.0% 

2 

【短期】特定保

健指導による特

定保健指導対象

者の減少率 

法定報告値 15.7% 
前年

比増 

前年

比増 

前年

比増 

前年

比増 

前年

比増 

前年

比増 

             

 No. 評価指標 
評価対象・

方法 

計画策

定時 

実績 

2022

年度 

目標値 

2024

年度 

(R6) 

2025

年度 

(R7) 

2026

年度 

(R8) 

2027

年度 

(R9) 

2028

年度 

(R10) 

2029

年度 

(R11) 

アウトプット指標 1 
特定保健指導実

施率 
法定報告値 32.3% 

前年

比増 

前年

比増 

前年

比増 

前年

比増 

前年

比増 
60.0% 
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プ
ロ
セ
ス(

方
法)

 

周知 

特定保健指導を実施している医療機関については、医療機関から特定保健指導

の案内を行う。 

特定保健指導未実施の医療機関については、特定保健指導の案内を郵送する。 

勧奨 

特定保健指導を実施している医療機関については、結果返却時に初回面接の利

用勧奨を行う。 

特定保健指導未実施の医療機関については、外部委託事業者から電話勧奨を行

う。 

実施お

よび 

実施後

の支援 

初回面接 

医療機関で個別健診を受診した者のうち、特定健診および特定保健指導を委託

している医療機関については、健診結果返却時に希望する者に対して初回面接

を実施する。また、特定健診のみを委託している医療機関については、外部委

託事業者の指定する場所にて実施する。 

集団健診を受診した者のうち、健診当日に特定保健指導の対象者と見込まれる

者については、健診当日に初回面接を行う。健診結果返却後に特定保健指導の

対象となった者は、外部委託事業者の指定する場所にて実施する。 

実施場所 委託医療機関および外部委託事業者の指定する場所 

実施内容 
対象者自らが生活習慣の改善を実施できるよう、健診結果の内容や生活習慣の

改善の必要性を理解するための効果的な指導を行う。 

時期・期間 
医療機関で実施の場合の初回面接は、８月～３月中に実施 

外部委託事業者で実施の場合の初回面接は、６月～３月中に実施 

実施後のフ

ォロー・ 

継続支援 

食事なんでも相談、禁煙サポート相談、市民健康講座等を案内する。 

その他 

(事業実施上の工

夫・留意点・ 

目標等) 

委託機関は、途中脱落を少なくするために必要に応じ、面接又は通信（電話又

は電子メール等）を利用して支援を行う。 

市は、委託機関の進捗管理を行う。 
             

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー(

体
制)

 
庁内担当部署 保険年金課 

保健医療関係団体 

(医師会・歯科医師

会・薬剤師会・栄養

士会など) 

西名古屋医師会に委託 

国民健康保険団体連

合会 
利用券の作成を委託 

民間事業者 特定保健指導事業および特定保健指導利用勧奨事業を外部委託事業者に委託 

その他の組織 関係機関と連携を図る。 

他事業 食事なんでも相談、禁煙サポート相談、市民健康講座の利用勧奨を行う。 

  



51 

 

 

事業 3 重症化予防(受診勧奨) 
             

事業の目的 

生活習慣病（糖尿病・高血圧症・脂質異常症等）のリスク保有者のうち、医療機

関を受診していない者や医療機関の受診を中断している者に受診勧奨および生活

習慣の改善指導を行うと共に医療につなげる。 
             

事業の概要 
生活習慣病のリスク保有者のうち、医療機関を受診していない者および医療機関

の受診を中断している者に受診勧奨通知の送付を行い、早期の受診を促す。 

対象者 

選定方法 以下の選定基準に該当する者 

選定基

準 

健診結果に

よる判定基

準 

・空腹時血糖１２６㎎/dl（随時血糖２００㎎/dl）以上または HbA1c６.５％以

上の者 

・収縮期血圧≧１４０mmHg または拡張期血圧≧９０mmHg の者 

・LDL≧１４０mg/dlまたは中性脂肪≧３００mg/dl 

レセプトに

よる判定基

準 

生活習慣病の受診歴のない者 

その他の判

定基準 
医師が必要と認めた者 

除外基準 がん受診歴がある者、認知機能障害がある者、精神疾患を有する者 

重点対象者の基準 

すぐに医療機関の受診が必要な者  

・空腹時血糖１２６㎎/dl（随時血糖２００㎎/dl）以上または HbA1c６.５％以

上の者 

・収縮期血圧≧１６０mmHg または拡張期血圧≧１００mmHg  

・LDL≧１８０mg/dlまたは中性脂肪≧５００mg/dl（空腹・随時問わず） 
             

 No. 評価指標 
評価対象・方

法 

計画

策定

時 

実績 

目標値 

2024

年度 

(R6) 

2025

年度 

(R7) 

2026

年度 

(R8) 

2027

年度 

(R9) 

2028

年度 

(R10) 

2029

年度 

(R11) 

アウトカム指標 

1 

糖尿病のリスク

保有者 

(血糖コントロ

ール不良者の減

少) 

特定健康診査

受診者で

HbA1cの検査

結果がある者

のうち、

HbA1c8.0%以上

の者の割合 

1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 

2 
高血圧のリスク

保有者 

特定健康診査

受診者で①、

②のいずれか

を満たす者の

割合 

①収縮期血圧

≧140mmHg 

②拡張期血圧

≧90mmHg 

30.6% 30.4% 30.2% 30.0% 29.8% 29.6% 29.3% 

3 
脂質異常のリス

ク保有者 

特定健康診査

受診者で

LDL140mg/dl以

上の者の割合 

26.4% 26.2% 26.0% 25.8% 25.6% 25.4% 25.1% 

4 医療機関受診率 

受診勧奨通知

を行った者の

うち医療機関

を受診した者

の割合 

17.4% 
前年

比増 

前年

比増 

前年

比増 

前年

比増 

前年

比増 

前年

比増 
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 No. 評価指標 
評価対象・方

法 

計画

策定

時 

実績 

目標値 

2024

年度 

(R6) 

2025

年度 

(R7) 

2026

年度 

(R8) 

2027

年度 

(R9) 

2028

年度 

(R10) 

2029

年度 

(R11) 

アウトプット指標 

1 

糖尿病のリスク

保有者の医療機

関受診勧奨率 

空腹時血糖

126ml/dl（随時

血糖

200mg/dl）以上

または

HbA1c6.5％以上

のいずれかを満 

たす者のうち受

診勧奨通知を行

った者の割合 

92.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 

高血圧のリスク

保有者の医療機

関受診勧奨率 

収縮期血圧≧

140mmHgまたは

拡張期血圧≧

90mmHgのいず

れかを満たす者

のうち受診勧奨

通知を行った者

の割合 

未実

施 
検討 準備 100% 100% 100% 100% 

3 

脂質異常のリス

ク保有者の医療

機関受診勧奨率 

特定健康診査受

診者で LDL≧

140mg/dlまた

は中性脂肪≧

300mg/dlのい

ずれかを満たす

者のうち受診勧

奨を通知を行っ

た者の割合 

未実

施 
検討 準備 100% 100% 100% 100% 

             

プ
ロ
セ
ス(

方
法)

 

周知 特定健康診査の結果から受診勧奨判定値に該当している者に個別通知を行う。 

勧奨 

特定健診の結果、①②③のいずれかを満たす者に、受診勧奨通知を発送。ただし、①②③

のいずれかの治療をしている者および除外基準者（がん受診歴がある者、認知機能障害が

ある者、精神疾患を有する者）を除く。 

①空腹時血糖 126㎎/dl（随時血糖 200㎎/dl）以上または HbA1c6.5％以上の者 

②収縮期血圧≧140mmHg または拡張期血圧≧90mmHgの者 

③LDL≧140mg/dlまたは中性脂肪≧300mg/dlの者 

実施後の支援・評価 受診勧奨通知を発送した者の医療機関の受診の有無をレセプトで確認する。 

その他(事業実施上

の工夫・留意点・目

標等) 

受診勧奨通知時、食事なんでも相談、禁煙サポート相談、市民健康講座等の案内

を同封する。 
             

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー 

(

体
制)

 

庁内担当部署 保険年金課 

保健医療関係団体 

(医師会・歯科医師

会・薬剤師会・栄養

士会など) 

西名古屋医師会に事業について説明し、協力依頼する。 

国民健康保険団体連

合会 
市は、健診結果から対象者を抽出し、受診勧奨通知を送付する。 

民間事業者 
特定健診結果を外部委託事業者から提供してもらい、対象者を抽出後に受診勧奨

を行う。 

その他の組織 関係機関と連携を図る。 

他事業 食事なんでも相談、禁煙サポート相談、市民健康講座の利用勧奨を行う。 
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事業 4 重症化予防(保健指導) 
             

事業の目的 

糖尿病が重症化するリスクの高い者（医療機関を受診していない者や医療機関

の受診を中断している者）に、受診勧奨や保健指導を行い医療につなげると共

に医療機関と連携して保健指導を行い重症化を予防する。 
             

事業の概要 
受診勧奨および保健指導の案内を同時に行い、希望があった者とかかりつけ医

が必要と判断し紹介された者に保健指導を実施する。 

対象者 

選定方法 

かかりつけ医又は特定健診実施医療機関において保健指導が必要と判断し、医

療機関から紹介された者 

糖尿病の治療中である者のうち保健指導を希望する者 

選定 

基準 

健診結果に

よる判定基

準 

空腹時血糖 126ml/dl(随時血糖 200mg/dl)以上または HbA1c6.5％以上 

レセプトに

よる判定基

準 

糖尿病の診断がない者又は糖尿病の診断がある者のうち医療の中断が疑われる

者 

その他の判

定基準 
かかりつけ医又は特定健診実施医療機関から保健指導が必要と判断された者 

除外基準 がん受診歴がある者、認知機能障害がある者、精神疾患を有する者 

             

 No. 評価指標 
評価対象・

方法 

計画

策定

時 

実績 

目標値 

2024

年度 

(R6) 

2025

年度 

(R7) 

2026

年度 

(R8) 

2027

年度 

(R9) 

2028

年度 

(R10) 

2029

年度 

(R11) 

アウトカム指標 1 

糖尿病のリスク保

有者 

(血糖コントロール

不良者の減少) 

特定健康診

査受診者で

HbA1c の検

査結果があ

る者のう

ち、

HbA1c8.0%

以上の人の

割合 

1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 

             

 No. 評価指標 
評価対象・

方法 

計画

策定

時 

実績 

目標値 

2024

年度 

(R6) 

2025

年度 

(R7) 

2026

年度 

(R8) 

2027

年度 

(R9) 

2028

年度 

(R10) 

2029

年度 

(R11) 

アウトプット指標 

1 
保健師や管理栄養

士による相談 
利用者数 1 人 6 人 6 人 6 人 6 人 6 人 6 人 

2 
西名古屋医師会と

連携した取り組み 

連携会議回

数 
1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
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プ
ロ
セ
ス(

方
法)

 

周知 重症化予防(受診勧奨)の個別通知に併せて周知。 

勧奨 
特定健康診査の結果から受診勧奨判定値に該当している者に受診勧奨および保

健指導の案内を行う。 

実施お

よび 

実施後

の支援 

利用申込 希望者は市に申し込みを行う。 

実施内容 保健師もしくは管理栄養士による個別支援 

時期・期間 保健指導の時期は随時、期間はおおむね６か月程度 

場所 家庭訪問、市役所等 

実施後の評

価 
医療機関受診状況、生活状況の変化 

実施後のフ

ォロー・ 

継続支援 

健診結果にて経年的に把握する。 

その他 

(事業実施上の工

夫・留意点・目標

等) 

保健指導を実施する場合、かかりつけ医と連携を取りながら行う。 

             

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー(

体
制)

 

庁内担当部署 保険年金課 

保健医療関係団体 

(医師会・歯科医師

会・薬剤師会・栄養

士会など) 

西名古屋医師会に事業について説明し、協力依頼する。 

その他の組織 関係機関と連携を図る。 

他事業 食事なんでも相談、禁煙サポート相談、市民健康講座の利用勧奨を行う。 
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Ⅵ その他 

データヘルス計画の 

評価・見直し 

 計画の推進に向けて、定期的に保険年金課と健康推進課で会議を

開催し、必要に応じ、関係者の参加を得、情報共有を行いながら推

進に向けて取り組んでいきます。 

 評価として、個別の保健事業については、毎年度末までに保険年

金課と健康推進課、高齢福祉課で構成する調整会議の中で、年度ご

との進捗状況を確認し事業の改善に向けて検討を行い、国民健康保

険運営協議会で進捗状況の報告を行います。国民健康保険運営協議

会で出された意見を反映し、翌年度の事業の実施方法を見直すこと

で、PDCA サイクルを運用し、効果的な事業を実施していきます。 

 また、令和８年度を中間評価年度とし、保健事業の計画及び目標

の達成状況の評価を行います。計画の最終年度には、目的・目標の

達成状況及び事業の実施状況を踏まえ、データ分析を行い、本計画

の全体的な評価を行います。 

 必要に応じて、愛知県国民健康保険団体連合会の保健事業支援・

評価委員会における第三者評価を受けます。 

データヘルス計画の 

公表・周知 

 本計画は、市公式ホームページに掲載し、公表します。また、改

善状況や事業の実施状況について報告書を作成します。 

 審議の結果、計画を改定した場合は、速やかに市ホームページで

周知を行います。 

個人情報の取扱い 
 本計画における個人情報の取り扱いは、清須市個人情報保護条例

（１７年７月７日条例第１号）によるものとします。 

地域包括ケアに係る

取組 

 地域で国民健康保険被保険者を支えるための連携を促進していく

ために、被保険者の健康課題や高齢者の健康課題等について、高齢

福祉課等関係者と情報共有し、意見交換する機会を持ち、協働して

実施できることを検討していきます。 

 

 

  



56 

 

MEMO 
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